
  議案第１９８８号 

  特殊建築物の敷地の位置について（郡山市） 

 

資料３ 



 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用

途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が

決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならな

い。 
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１ 建築基準法第５１条（特殊建築物の位置） 

 ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した

場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しく

は増築する場合においては、この限りでない。 

※特定行政庁：建築基準法を執行する機関(建築主事が置かれている自治体の長） 



 法第51条に規定する「その他政令で定める処理施設」とは、廃棄物処理
法施行令第５条に規定する『ごみ処理施設』及び同令第７条に規定する
『産業廃棄物処理施設』を指す。  
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２ 建築基準法施行令で定める処理施設 

廃棄物処理法施行令第７条 

（第７号） 

廃プラスチック類の破砕施設（一日当たりの処理
能力が５トンを超えるもの） 
 

建築基準法施行令第130条
の２の３ 

（第１項第３号 チ） 

工業専用地域内における廃プラスチック類の破砕施
設（一日当たりの処理能力が６トンを超えるもの） 
 

 建築基準法施行令第130条の２の３において、工業専用地域内における
廃プラスチック類の破砕施設は、１日あたりの処理能力が６ｔを超えるも
のが法51条に規定する施設となる。 



 
○都市計画における敷地の位置の
決定又はただし書きによる敷地
の位置に関する許可 

 ・都市計画マスタープランとの整合 
 ・土地利用計画との整合 
 ・都市計画施設との整合 
 ・市街地開発事業との整合 

建築基準法 
（第51条） 

 

○産業廃棄物処理施設の設置許可 
 ・施設の技術基準 

 ・周辺地域への環境影響 

 ・事業者の技能、経理的基礎 など 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃棄物処理法） 

産業廃棄物処理施設の設置 

郡山市廃棄物対策課において 

審査 
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３ 産業廃棄物処理施設の設置に必要な手続き 



１ 都市計画マスタープランとの整合 

 ・当該市町村の都市計画マスタープランの内容と著しく乖離しないこと。 

 

２ 土地利用計画との整合 

 ・土地利用計画上支障がないこと。 

 ・原則として住居系を避け、工業系用途地域とすること。 

 

３ 都市計画施設との整合 

 ・道路、公園等の都市計画施設に支障を与えないこと。 

 

４ 市街地開発事業との整合 

 ･土地区画整理事業、市街地再開発事等の市街地開発事業に整合していること。 
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４ 都市計画上の支障の有無（４つの視点） 



議案第１９８８号 位置図① ５ 特殊建築物の概要 

国道４号 

国道４９号 

東北自動車道 

内環状線 

東北新幹線 

県道須賀川二本松線 
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国道２８８号 

特殊建築物の敷地 

 産業廃棄物処理施設 
 敷地面積Ａ＝2,929.13㎡ 

阿武隈川 
郡山駅 



  

  

議案第１９８８号 位置図② 

市道 町田西原線 

工業地域 

内環状線 
工業専用地域 

準工業地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

市街化調整区域 

特殊建築物の敷地 
 産業廃棄物処理施設 
 敷地面積Ａ＝2,929.13㎡ 
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富久山クリーンセンター 

阿武隈川 



議案第１９８８号 会社及び施設の概要 
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破砕機（新設） 切断機（新設） 

搬出入口 

市道 

6.48m 
従業員駐車場 

既存建屋 

保管スペース 

磁選機 

議案第１９８８号 敷地配置図 

破砕機 

切断機 
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【凡 例】 

：新設機器 

：既存機器 

市道 

イメージ図 

イメージ図 



議案第１９８８号 現地写真 
（搬出入口） 
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←：撮影方向 
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6.48m 
従業員駐車場 

既存建屋 

保管スペース 

議案第１９８８号 搬入動線図 

市道 

搬入口 計量設備 

搬出口 

荷下ろし 

【凡 例】 

：新設機器 

：既存機器 

：搬入動線 

：搬出動線 



議案第１９８８号 増設後の処理フロー図 
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磁選機 
積込場 

トラックヤード 

破砕品保管 
ビードワイヤー抜き 

１６分割切断機 

背割機 
搬 入 

搬 出 
③ 

② ① 
④ 

⑤    

既存建屋 

破砕機（新設） 切断機（新設） 

【凡 例】 

：新設機器 

：既存機器 

：大型タイヤ 

：ケーブル（ＦＲＰ） 

①② 

③ 

④ 

⑤ 

：普通・中型タイヤ 

：軽用タイヤ 



【 参 考 】 廃掃法における環境調査に関する住民同意 

敷地境界線300m範囲 

          調 査 状 況 

周辺居住者等 

との調整 

 

 

 

１．敷地境界から３００ｍの範囲 

         ６５世帯 ６５人 

２．同意者数   ５２世帯 ５２人 

３．未回答者（不在者等） 

         １３世帯 １３人 

隣接する土地の 

所有者との調整 

１．隣接する土地の所有者  １１人 

２．同意者数        １１人 

下流域水利権者 １．敷地北側の用悪水路への雨水、下水排出 

２．同意者数    ５世帯 
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視  点 状  況 

１ 市町村都市計画マスター  
  プランとの関係 

 郡山市都市計画マスタープランにおいて、
富久山地域の工業専用地区は、既存施設の
生産機能を維持する地区となっており、マ
スタープランと著しい乖離が無い。 

２ 土地利用計画との関係  当該地の用途地域は、工業専用地域のた
め、支障なし。 

３ 都市計画施設との関係  当該地に道路、公園、下水道などの都市
施設はないため、支障なし。 

４ 市街地開発事業との関係  当該地に市街地開発事業は計画されてい
ないため、支障なし。 

６ 都市計画上の支障の有無（４つの視点） 
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